
「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

応募対象　令和元年12月生まれの赤ちゃん　　応募期限　10月30日（金） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください □問企画課　蕁388‐1113

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

野田伊吹 
の  だ  い  ぶき  

（円城寺） 
くん 

令和元年10月6日生 
山田拓人・寛那さんの子 

山田知樹 
やま だ  とも  き  

（中新町） 
くん 

ニコニコ笑顔の伊吹くん！ 
日々笑顔が多くなってきたね！ 
そのニコニコ笑顔で明るく元気
に大きくなぁれ♪ 

動き回るのが大好きなともくん☆ 
お兄ちゃん、お姉ちゃんと元気に
おっきくなってね。 

令和元年10月9日生 
野田竜司・歩美さんの子 

令和元年10月13日生 
山根渉・奈那さんの子 

山根颯天 
やま ね  はや  て  

（長池） 
くん 

元気いっぱいの颯天くん螢 
お父さんとお母さんのところに 
生まれてきてくれてありがとう 

令和元年10月27日生 
西田成大・美鈴さんの子 

西田悠李 
にし だ  ゆう り 

（長池） 
くん 

家族みんなに可愛がられて 
嬉しいね！ 
これからもよく食べよく寝て 
大きくなってね！ 
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新型コロナウイルス感染症緊急対策 
ハンドルを握ったら… 
　　　　ゆずり合いの心満タンで 
Information Box 町からのお知らせ 
国勢調査の回答はお済みですか？ 

　機体性能の向上がめざましく、災害や事故現場で
の需要が高まるドローン。この度、岐阜東南ロータリー
クラブから羽島郡広域連合へ最新型のドローンが
寄贈されました。新戦力の活躍に期待です！ 

（関連記事6ページ） 
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国勢調査の回答はお済みですか？ 
　国勢調査は、2020年（令和2年）10月1日現在、日本に住んでいるすべての人・世帯が対象
です。9月中旬から、調査員が皆さんのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れるなどして
お配りしていますので、10月7日までに回答をお願いします。 
　調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合（5人以上の世帯など）は、
ご連絡ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c企画課　蕁388‐1113

インターネット回答期間 

9/14贐 10/7贓 
調査票（紙）での回答期間 

10/1賍 10/7贓 

令和2年10月号 
第1121号 22



アフターコロナの時代を切り拓く！ 

新型コロナウイルス感染症緊急対策 
　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地方経済や

住民生活を支援するため、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」が創設されまし

た。国から地方公共団体へ配分されるこの交付金は、地域の実情に応じて、地方公共団体が独自

に使い道を決めることができます。 

　笠松町では、家計や企業への支援はもちろん、安心・便利なアフターコロナの暮らしの実現に向け

て、次の5本柱のもと、新型コロナウイルス感染症緊急対策を展開していきます！ 

c企画課　蕁388‐1113

　ここでは、交付金を活用して新たに実施するコロナ対策の一部をご紹介します。

すでに実施している支援策などは町ホームページをご確認ください。 

新型コロナ対策　　　本柱 5
1

新しい生活様式 
対応策 

2
町民生活向け 
支援策 

3
中小事業者向け 
支援策 

4
児童・生徒向け 
支援策 

5
新たな感染拡大 
防止策 

5 本 柱 の 主 な 取 り 組 み 

1 新しい生活様式対応策 
●公共施設巡回町民バス車両の更新 
コロナ禍で外出機会が減る中、安心して公共交通機関をご利用いた
だけるよう、車両の更新により車内環境を改善します。 
●資源ごみ回収拠点の整備 
資源ごみ回収拠点を整備するとともに、資源ごみの排出方法や排出
機会を増やすことで、排出時の接触を減らします。 
（蜷笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館に拠点整備（令和3年4月予定）） 

●生ごみ減量化機器購入に対する補助の拡充　　c環境経済課　蕁388‐1114 
自宅で過ごす時間が増えたことで増加した家庭ごみの処理費を抑制するため、各家庭で生ごみ
減量化機器を購入する際の費用に対する補助を拡充します。（蜷詳細16ページ参照） 
●会議や講座のリモート化の推進 
各家庭から会議や生涯学習講座に参加できるよう、リモート化に向けた環境整備を進めます。 

2 町民生活向け支援策 
●住宅リフォーム工事に対する補助 c環境経済課　蕁388‐1114／笠松町商工会　蕁388‐2566 
ステイホームを快適に実践していただくため、町内施工業者にリフォームを依頼した場合の工事
費の一部を補助します。（蜷10万円以上の工事を対象に、工事費の1/3（上限15万円）を補助） 

●子育て世帯への支援強化 c健康介護課　蕁388‐7171 
今冬のインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、中学生までのインフルエ
ンザ予防接種費用を助成します。（蜷詳細8～9ページ参照） 

3 中小事業者向け支援策 
●家賃支援給付金の上乗せ支援 c環境経済課　蕁388‐1114／笠松町商工会　蕁388‐2566 
経済産業省の「家賃支援給付金」の支給対象である中小企業・個人事業主が負担する地代や家賃
の一部を補助します。（蜷自己負担分（賃料の1/3）のうち、1/2（1事業主あたり最大6か月・上限15万円）を補助） 
●移住促進や緊急雇用に対する支援 c企画課　蕁388‐1113 
内定を取り消された方が町内にU・I・Jターンし、町内事業者に新たに雇用された場合に、就職者・
雇用主に対して家賃や人件費を助成します。 
（蜷就職者1人につき、家賃2万5千円・奨学金償還費1万円・雇用主への人件費20万円（すべて月額）を助成） 

4 児童・生徒向け支援策 
●学校におけるコロナ拡大防止策の強化 
コロナ禍でも安心して学校生活を送れるよう、水道蛇口の交換や、
サーマルカメラ・送風機などを配備するとともに、笠松中学校の1階
トイレを多目的化します。 
●遠隔学習の環境整備 
児童・生徒と教員の双方向通信学習などを可能とするため、学習ソフトや機器の整備を進めます。 

●緊急時に備えた学校給食の備蓄準備 
給食調理員のコロナ感染などによる給食センターの機能停止リスクに備え、給食に代えて提供で
きる非常食を備蓄します。 

5 新たな感染拡大防止策 
●公共施設におけるコロナ拡大防止策の強化 
コロナ禍でも安心して公共施設をご利用いただけるよう、手指消毒
自動噴霧器や飛散防止アクリル板などの備品整備を進めます。 
●避難所におけるコロナ拡大防止策の強化 
避難所でのコロナ拡大防止策を強化するため、3密回避用パーテー
ションなどの備品整備を進めます。 
●自主防災会や町内会によるコロナ拡大防止策の推進 c総務課　蕁388‐1111 
コロナ拡大防止策に取り組む自主防災会や町内会への支援として、補助や交付金を拡充します。 
（蜷自主防災会による感染予防備品などの整備に対する補助率を1/2→2/3に引上げ（1団体あたり上限50万円）、町内会へ
の交付金（均等割：3,000円/1町内、世帯割50円/1世帯）を一律して上乗せ交付） 

●医療・介護・障がい福祉施設に対する支援強化 c健康介護課　蕁388‐7171 
町民生活に欠かせない医療・介護・障がい福祉施設などの運営を支援するため、適切なコロナ拡大
防止策のもと事業継続している町内施設に対し、給付金を支給します。（蜷1事業所あたり10万円支給） 
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　笠松町は、令和2年度上半期における高齢運転者による事故件数率が県内ワースト2位となり、「高

齢者交通事故防止対策重点地域」に指定されました。これは、高齢者の関係する人身交通事故が多

発した市町村を対象に指定されるもので、笠松町は平成30年度にも指定を受けています。心にも、運転

にもゆとりをもって、日ごろからゆずり合い運転を心がけましょう。 

　また、町では高齢運転者の事故防止に向けた補助制度も設けていますので、ぜひご活用ください。 

　高齢運転者による事故件数率県内ワースト2位となった笠松町。でも、「自分は事故に遭遇したことが

ないし…」「高齢の家族はいないし…」と、他人事に捉えていませんか。 

　県警の統計によると、交通事故は秋口から年末にかけて増加する傾向があります。「自分は大丈夫」

という過信が悲惨な事故を引き起こしてしまう前に、自身の日ごろの運転を見直してみましょう。 

　今回は、笠松町を管轄する岐阜羽島警察署の林署長にお話をお聞きしました。 

年末にかけて交通事故が増加します 
　交通事故は、これから年末にかけて増加する
傾向があります。あっという間に日が暮れていく
ため、ライトの点灯や反射材の使用といった皆さ
んの夜間通行の準備も遅れがちです。 
　夕暮れから夜間にかけての、いわゆる「魔の
時間帯（午後4時～8時）」には、交通死亡事故
などの重大事故が多発する傾向にありますので、
車のライトは視界が悪くなる前（点灯時間の目
安は日没30分前）に点灯をお願いします。 
 
悲惨な事故を繰り返さないために 
　交通事故では、被害に遭われた方はもちろん、
加害者となった方やその家族も、それまでの幸
せな日常を失ってしまいます。 
　県警では、こうした交通事故を1件でも減らし
たいという思いから、交通安全指導や指導取締
りを展開し、ドライバーの皆さんへ交通ルールの
遵守をお願いするとともに、地域における交通
安全意識の向上を図っています。また、運転に
不安を感じている高齢ドライバーや家族の皆さ
んの相談窓口として「安全運転相談ダイヤル
（#8080）」を開設し、運転に関する相談のほか、
免許返納時の手続きや返納後の支援制度の
紹介なども行っていますので、お気軽にご相談く
ださい。 
　交通事故をなくすためには、地域の皆さんの
協力が不可欠です。心にも、運転にもゆとりをも
って、日ごろから安全運転をお願いします。 

令和2年度上半期 
高齢運転者による 
事故件数率 

県内 
ワースト 

 
位 2
ハンドルを握ったら… 

ゆずり合いの心 満タンで 

ワーストランキングからの脱却に向けて… 

　近年、高齢運転者を中心に、ペダルの踏み間違いによる交通事故が増加しています。

こうした事故を防止するため、急激なアクセルの踏み込みや車の前後の障害物を検知

し、急発進時の加速を抑える「後付け急発進等抑制装置設置」が販売されています。 

　町では、装置設置に対して次のとおり補助制度を設けています。 

　運転に不安を感じている高齢運転者が自主的に運転免許証を返納しやすい環

境を整備するため、65歳以上で、運転免許証を自主返納された方や更新を行わな

かった方を対象に、「笠松町公共施設巡回町民バス」の利用料を1年間免除する
支援事業も行っています。 

　申請方法などの詳細は、町ホームページをご覧ください。 

c建設課　蕁388‐1117

運転に不安を感じているなら… 
運転免許証の返納も検討しましょう！ 

補助の条件など 

申請期限 
 
申請方法 

令和3年3月15日（月） 

※ただし、予算不足のおそれがあるときは、受付を中止する場合があります。 

次の申請書類を建設課に提出してください。 

①補助金交付申請書兼実績報告書（町ホームページからダウンロード可能） 

②申請者の運転免許証の写し 

③装置を設置した自動車の車検証の写し 

④装置設置費用の支払いがわかるもの（領収書の写し） 

活用してみませんか？町の補助制度 

後付け急発進等抑制装置設置補助金 

補助対象者 
（すべてに 
該当する方） 

装置・ 
自動車の条件 

補助金額 

・笠松町に住民登録がある75歳以上の方（昭和21年4月1日以前に生まれた方） 
・自動車（自動二輪を除く）の運転免許証を保有している方 
・装置を設置する自動車の車検証に記載されている方（所有者または保有者） 
・自動車税や町税などの滞納がない方 
・暴力団または暴力団員と密接な関係を有しない方 

・国土交通省が認定した後付け急発進等抑制装置で、令和2年4月15日～令和3年2月28日に
設置されたものであること 
・自家用自動車で転売を目的とした自動車でないこと 

装置設置経費に対し1台1万円（1人1回限り） 
※設置経費が1万円を下回る場合は経費の額（千円未満切捨て） 

▲制度詳細は 
　こちら 

▲制度詳細は 
　こちら 

過信は禁物、「かもしれない運転」を心がけて 
　笠松町で発生する事故の約半数は追突事故、
約3割は出合い頭の事故です。これらの事故の
多くは、車間距離の確保や、交差点での左右の
確認など、基本的な交通ルールを守ることで防
ぐことができます。走り慣れた道では、ついつい
自分に都合よく判断する「だろう運転」になりが
ちですが、「ウインカーを出したから、前の車は減
速するかもしれない」「子どもが飛び出してくる
かもしれない」と危険を予測する「かもしれない
運転」を肝に銘じて安全運転を心がけましょう。 
　また、高齢になると誰でも認知機能や身体機
能が衰えます。スピードや距離の感覚がつかみ

にくくなったり、反応
速度が遅くなる傾向
があるため、若かった
ころと同じ感覚で運
転を続けていると、思
わぬ事故を起こして
しまう可能性があり
ます。高齢ドライバー
の皆さんには、特に
余裕をもった運転を
心がけていただきた
いと思います。 

INTERVIEW 
岐阜羽島警察署長　林　竜一 （はやし　りゅういち） 
令和2年3月23日　岐阜羽島警察署長就任 
交通機動隊（白バイ隊員）、刑事部、警務部などを歴任 

令和2年10月号 
第1121号 4 令和2年10月号 

第1121号 5



　笠松町は、令和2年度上半期における高齢運転者による事故件数率が県内ワースト2位となり、「高

齢者交通事故防止対策重点地域」に指定されました。これは、高齢者の関係する人身交通事故が多

発した市町村を対象に指定されるもので、笠松町は平成30年度にも指定を受けています。心にも、運転

にもゆとりをもって、日ごろからゆずり合い運転を心がけましょう。 

　また、町では高齢運転者の事故防止に向けた補助制度も設けていますので、ぜひご活用ください。 

　高齢運転者による事故件数率県内ワースト2位となった笠松町。でも、「自分は事故に遭遇したことが

ないし…」「高齢の家族はいないし…」と、他人事に捉えていませんか。 

　県警の統計によると、交通事故は秋口から年末にかけて増加する傾向があります。「自分は大丈夫」

という過信が悲惨な事故を引き起こしてしまう前に、自身の日ごろの運転を見直してみましょう。 

　今回は、笠松町を管轄する岐阜羽島警察署の林署長にお話をお聞きしました。 

年末にかけて交通事故が増加します 
　交通事故は、これから年末にかけて増加する
傾向があります。あっという間に日が暮れていく
ため、ライトの点灯や反射材の使用といった皆さ
んの夜間通行の準備も遅れがちです。 
　夕暮れから夜間にかけての、いわゆる「魔の
時間帯（午後4時～8時）」には、交通死亡事故
などの重大事故が多発する傾向にありますので、
車のライトは視界が悪くなる前（点灯時間の目
安は日没30分前）に点灯をお願いします。 
 
悲惨な事故を繰り返さないために 
　交通事故では、被害に遭われた方はもちろん、
加害者となった方やその家族も、それまでの幸
せな日常を失ってしまいます。 
　県警では、こうした交通事故を1件でも減らし
たいという思いから、交通安全指導や指導取締
りを展開し、ドライバーの皆さんへ交通ルールの
遵守をお願いするとともに、地域における交通
安全意識の向上を図っています。また、運転に
不安を感じている高齢ドライバーや家族の皆さ
んの相談窓口として「安全運転相談ダイヤル
（#8080）」を開設し、運転に関する相談のほか、
免許返納時の手続きや返納後の支援制度の
紹介なども行っていますので、お気軽にご相談く
ださい。 
　交通事故をなくすためには、地域の皆さんの
協力が不可欠です。心にも、運転にもゆとりをも
って、日ごろから安全運転をお願いします。 

令和2年度上半期 
高齢運転者による 
事故件数率 

県内 
ワースト 

 
位 2
ハンドルを握ったら… 

ゆずり合いの心 満タンで 

ワーストランキングからの脱却に向けて… 

　近年、高齢運転者を中心に、ペダルの踏み間違いによる交通事故が増加しています。

こうした事故を防止するため、急激なアクセルの踏み込みや車の前後の障害物を検知

し、急発進時の加速を抑える「後付け急発進等抑制装置設置」が販売されています。 

　町では、装置設置に対して次のとおり補助制度を設けています。 

　運転に不安を感じている高齢運転者が自主的に運転免許証を返納しやすい環

境を整備するため、65歳以上で、運転免許証を自主返納された方や更新を行わな

かった方を対象に、「笠松町公共施設巡回町民バス」の利用料を1年間免除する
支援事業も行っています。 

　申請方法などの詳細は、町ホームページをご覧ください。 

c建設課　蕁388‐1117

運転に不安を感じているなら… 
運転免許証の返納も検討しましょう！ 

補助の条件など 

申請期限 
 
申請方法 

令和3年3月15日（月） 

※ただし、予算不足のおそれがあるときは、受付を中止する場合があります。 

次の申請書類を建設課に提出してください。 

①補助金交付申請書兼実績報告書（町ホームページからダウンロード可能） 

②申請者の運転免許証の写し 

③装置を設置した自動車の車検証の写し 

④装置設置費用の支払いがわかるもの（領収書の写し） 

活用してみませんか？町の補助制度 

後付け急発進等抑制装置設置補助金 

補助対象者 
（すべてに 
該当する方） 

装置・ 
自動車の条件 

補助金額 

・笠松町に住民登録がある75歳以上の方（昭和21年4月1日以前に生まれた方） 
・自動車（自動二輪を除く）の運転免許証を保有している方 
・装置を設置する自動車の車検証に記載されている方（所有者または保有者） 
・自動車税や町税などの滞納がない方 
・暴力団または暴力団員と密接な関係を有しない方 

・国土交通省が認定した後付け急発進等抑制装置で、令和2年4月15日～令和3年2月28日に
設置されたものであること 

・自家用自動車で転売を目的とした自動車でないこと 

装置設置経費に対し1台1万円（1人1回限り） 
※設置経費が1万円を下回る場合は経費の額（千円未満切捨て） 

▲制度詳細は 
　こちら 

▲制度詳細は 
　こちら 

過信は禁物、「かもしれない運転」を心がけて 
　笠松町で発生する事故の約半数は追突事故、
約3割は出合い頭の事故です。これらの事故の
多くは、車間距離の確保や、交差点での左右の
確認など、基本的な交通ルールを守ることで防
ぐことができます。走り慣れた道では、ついつい
自分に都合よく判断する「だろう運転」になりが
ちですが、「ウインカーを出したから、前の車は減
速するかもしれない」「子どもが飛び出してくる
かもしれない」と危険を予測する「かもしれない
運転」を肝に銘じて安全運転を心がけましょう。 
　また、高齢になると誰でも認知機能や身体機
能が衰えます。スピードや距離の感覚がつかみ

にくくなったり、反応
速度が遅くなる傾向
があるため、若かった
ころと同じ感覚で運
転を続けていると、思
わぬ事故を起こして
しまう可能性があり
ます。高齢ドライバー
の皆さんには、特に
余裕をもった運転を
心がけていただきた
いと思います。 

INTERVIEW 
岐阜羽島警察署長　林　竜一 （はやし　りゅういち） 
令和2年3月23日　岐阜羽島警察署長就任 
交通機動隊（白バイ隊員）、刑事部、警務部などを歴任 

令和2年10月号 
第1121号 4 令和2年10月号 

第1121号 5



　8月13日、笠松町と株式会社丸杉は、スポーツ
振興に向けた取り組みを推進するため、ホームタ
ウンパートナー協定を締結しました。 
　株式会社丸杉は、東京オリンピックバドミントン
女子ダブルスで日本代表入りが確実視されてい
る福島由紀選手や廣田彩花選手などの移籍を
受け、新たにバドミントンチーム「丸杉Bluvic
（ブルビック）」を立ち上げ、現在、この新チームは
総合会館を練習拠点として使用しています。 
　今回の協定では、「丸杉Bluvic」の練習環境
を確保するとともに、所属選手によるバドミントン教
室の開催をはじめ、地域振興やスポーツ振興に
向けて両者が協力していくことが約束されました。 
　締結式において、チームを代表して挨拶され
た福島選手と廣田選手は「すばらしい練習環境
を提供いただいていることに対する感謝の気持
ちを忘れず、オリンピック優勝を目指して頑張りたい。
これから地元の皆さんと交流できるのが楽しみ」
と今後の意気込みを語られました。 
　式の最後には、3月の全英オープン優勝のお祝
いとして町長から両選手へ花束が手渡されると
ともに、今後の飛躍を期待し、激励の言葉が贈ら
れました。 

株式会社丸杉とホームタウンパートナー協定を締結 

　8月21日、笠松町と岐阜東南ロータリークラブは、
地域防災力向上、災害時の支援協力を目的とし
た災害協定を締結しました。この協定では、災
害時の早期復旧を図るため、ロータリークラブの
ネットワークを活用した支援をいただくほか、平
時からの地域防災力向上のために相互協力す
ることが約束されました。 
　また、9月15日には、岐阜東南ロータリークラブ
から羽島郡広域連合へドローン2機などが寄贈
されました。寄贈式が行われた笠松みなと公園
では、羽島郡広域連合による水難救助訓練も行
われ、隊員が操縦するドローンによって要救助
者を探し出し、ドローンを目印に救助艇が迅速に
事故現場へ向かう様子などが披露されました。
今回寄贈されたドローンは、4Kカメラを搭載し、
非常に広範囲で活動できる最新型で、大規模
災害時の被災状況の確認や、水難事故現場に
おける人命救助といった場面での活躍が期待さ
れているほか、今後、地域の防災意識向上に向
けた日常的な利活用も検討されます。 

岐阜東南ロータリークラブとの連携を通じて　地域防災力のさらなる向上を 

100歳おめでとうございます 歯の健康優良児が表彰されました 
　「歯の健康優良児」の表彰が各学校で行われ、
次の皆さんが受賞されました。（敬称略） 
 
■歯の健康優良児 
・笠松小学校 大野 祥聖 鈴木 爽太 
 國島 夕愛 村上 奈々美 
・松枝小学校 作埜 佑介 永田 昊空 
 後藤 華友 本多 凜虹 
・下羽栗小学校 大塚 一輝 加藤 大雅 
 阿部 美月 武田 維乃 

明るい選挙啓発ポスター優秀賞が決定しました 
　町明るい選挙推進協議会主催の「明るい選挙啓発ポスター」の募集に、小中学校の児童・生徒の
皆さんから多数の応募があり、9月15日に開催した審査会で、次の皆さんの作品20点が、優秀賞に選ば
れました。 
　なお、優秀賞に選ばれた作品は、県選挙管理委員会主催のコンクールに出品されます。また、11月7日
から9日まで開催される笠松町美術展にも展示されますので、ぜひご覧ください。（敬称略） 

■小学生の部 
岡本 悠里（笠松小6年生） 奥野 朔央（笠松小6年生） 柴田 夕雅（笠松小6年生） 廣瀬 美音（笠松小6年生） 
山田 莉子（笠松小6年生） 坂下 琉真（松枝小6年生） 闍橋 ののか（松枝小6年生） 竹内 悠剛（松枝小6年生） 
清水 万央（下羽栗小6年生） 稲葉 花音（下羽栗小6年生） 

■中学生の部 
川出 亜依（笠松中1年生） 武市 倖奈（笠松中1年生） 永木 友理（笠松中1年生） 深尾 春花（笠松中1年生） 
木内 健太（笠松中2年生） 後藤 慶次朗（笠松中2年生） 廣瀬 正弥（笠松中2年生） 伊藤 実果子（笠松中3年生） 
牧野 愛実（笠松中3年生） 後藤 涼香（笠松中3年生） 

　8月28日に入江 千鶴さん、
9月4日に原田はなさんが満
100歳を迎えられました。長
年にわたり地域の発展に寄
与されてきたことを感謝いた
します。新型コロナウイルス感染症の影響を考

慮し、ご家族の方に古田町長から
長寿者褒賞金と祝賀状、花束を
贈呈しました。 

選挙管理委員会委員長・職務代理者の決定 

　天王町・弥生町担当地域の民生委員・児童委

員として、保母維久子さんが厚生労働大臣から

委嘱されました。 

　心配ごとなど、お気軽にご相談ください。 

新民生委員・児童委員の紹介 

　第2回笠松町議会定例

会で、任期満了に伴う選挙

管理委員会委員の選挙が

行われ、委員が決定しました。 

　また、9月1日に開催された

選挙管理委員会で、委員長、同職務代理者が次

のとおり決定しました。（敬称略） 

委　　　員　　　長　宮闢 貴　　（米野） 

委員長職務代理者　高橋 豊　　（弥生町） 

委　　　　　　員　日比野 照夫（田代） 

委　　　　　　員　秋田 紘雄　（宮川町） 

※任期は令和6年7月28日までです。 

皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

まちの話題 

令和2年10月号 
第1121号 6 令和2年10月号 

第1121号 7



　8月13日、笠松町と株式会社丸杉は、スポーツ
振興に向けた取り組みを推進するため、ホームタ
ウンパートナー協定を締結しました。 
　株式会社丸杉は、東京オリンピックバドミントン
女子ダブルスで日本代表入りが確実視されてい
る福島由紀選手や廣田彩花選手などの移籍を
受け、新たにバドミントンチーム「丸杉Bluvic
（ブルビック）」を立ち上げ、現在、この新チームは
総合会館を練習拠点として使用しています。 
　今回の協定では、「丸杉Bluvic」の練習環境
を確保するとともに、所属選手によるバドミントン教
室の開催をはじめ、地域振興やスポーツ振興に
向けて両者が協力していくことが約束されました。 
　締結式において、チームを代表して挨拶され
た福島選手と廣田選手は「すばらしい練習環境
を提供いただいていることに対する感謝の気持
ちを忘れず、オリンピック優勝を目指して頑張りたい。
これから地元の皆さんと交流できるのが楽しみ」
と今後の意気込みを語られました。 
　式の最後には、3月の全英オープン優勝のお祝
いとして町長から両選手へ花束が手渡されると
ともに、今後の飛躍を期待し、激励の言葉が贈ら
れました。 

株式会社丸杉とホームタウンパートナー協定を締結 

　8月21日、笠松町と岐阜東南ロータリークラブは、
地域防災力向上、災害時の支援協力を目的とし
た災害協定を締結しました。この協定では、災
害時の早期復旧を図るため、ロータリークラブの
ネットワークを活用した支援をいただくほか、平
時からの地域防災力向上のために相互協力す
ることが約束されました。 
　また、9月15日には、岐阜東南ロータリークラブ
から羽島郡広域連合へドローン2機などが寄贈
されました。寄贈式が行われた笠松みなと公園
では、羽島郡広域連合による水難救助訓練も行
われ、隊員が操縦するドローンによって要救助
者を探し出し、ドローンを目印に救助艇が迅速に
事故現場へ向かう様子などが披露されました。
今回寄贈されたドローンは、4Kカメラを搭載し、
非常に広範囲で活動できる最新型で、大規模
災害時の被災状況の確認や、水難事故現場に
おける人命救助といった場面での活躍が期待さ
れているほか、今後、地域の防災意識向上に向
けた日常的な利活用も検討されます。 

岐阜東南ロータリークラブとの連携を通じて　地域防災力のさらなる向上を 

100歳おめでとうございます 歯の健康優良児が表彰されました 
　「歯の健康優良児」の表彰が各学校で行われ、
次の皆さんが受賞されました。（敬称略） 
 
■歯の健康優良児 
・笠松小学校 大野 祥聖 鈴木 爽太 
 國島 夕愛 村上 奈々美 
・松枝小学校 作埜 佑介 永田 昊空 
 後藤 華友 本多 凜虹 
・下羽栗小学校 大塚 一輝 加藤 大雅 
 阿部 美月 武田 維乃 

明るい選挙啓発ポスター優秀賞が決定しました 
　町明るい選挙推進協議会主催の「明るい選挙啓発ポスター」の募集に、小中学校の児童・生徒の
皆さんから多数の応募があり、9月15日に開催した審査会で、次の皆さんの作品20点が、優秀賞に選ば
れました。 
　なお、優秀賞に選ばれた作品は、県選挙管理委員会主催のコンクールに出品されます。また、11月7日
から9日まで開催される笠松町美術展にも展示されますので、ぜひご覧ください。（敬称略） 

■小学生の部 
岡本 悠里（笠松小6年生） 奥野 朔央（笠松小6年生） 柴田 夕雅（笠松小6年生） 廣瀬 美音（笠松小6年生） 
山田 莉子（笠松小6年生） 坂下 琉真（松枝小6年生） 闍橋 ののか（松枝小6年生） 竹内 悠剛（松枝小6年生） 
清水 万央（下羽栗小6年生） 稲葉 花音（下羽栗小6年生） 

■中学生の部 
川出 亜依（笠松中1年生） 武市 倖奈（笠松中1年生） 永木 友理（笠松中1年生） 深尾 春花（笠松中1年生） 
木内 健太（笠松中2年生） 後藤 慶次朗（笠松中2年生） 廣瀬 正弥（笠松中2年生） 伊藤 実果子（笠松中3年生） 
牧野 愛実（笠松中3年生） 後藤 涼香（笠松中3年生） 

　8月28日に入江 千鶴さん、
9月4日に原田はなさんが満
100歳を迎えられました。長
年にわたり地域の発展に寄
与されてきたことを感謝いた
します。新型コロナウイルス感染症の影響を考

慮し、ご家族の方に古田町長から
長寿者褒賞金と祝賀状、花束を
贈呈しました。 

選挙管理委員会委員長・職務代理者の決定 

　天王町・弥生町担当地域の民生委員・児童委

員として、保母維久子さんが厚生労働大臣から

委嘱されました。 

　心配ごとなど、お気軽にご相談ください。 

新民生委員・児童委員の紹介 

　第2回笠松町議会定例

会で、任期満了に伴う選挙

管理委員会委員の選挙が

行われ、委員が決定しました。 

　また、9月1日に開催された

選挙管理委員会で、委員長、同職務代理者が次

のとおり決定しました。（敬称略） 

委　　　員　　　長　宮闢 貴　　（米野） 

委員長職務代理者　高橋 豊　　（弥生町） 

委　　　　　　員　日比野 照夫（田代） 

委　　　　　　員　秋田 紘雄　（宮川町） 

※任期は令和6年7月28日までです。 

皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

まちの話題 

令和2年10月号 
第1121号 6 令和2年10月号 

第1121号 7



 
 
令和3年度保育所（園）入所（園）受付 
　令和3年4月から入所（園）を希望される方の受付を福祉子ども課で行います。 

　申込書類は各保育所（園）、福祉子ども課で配布します。 

笠松町に住民登録があり、保護者が会社勤務や内職・自営業に従事、または病気（出産などを

含む）、看病などの理由で保育を必要とする家庭の児童 

10月1日（木）～30日（金）　午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日を除く） 

延長保育、障がい児保育（第一保育所を除く）なども行っています。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

保育所（園） 対象年齢 
第一保育所 
松枝保育所 
下羽栗保育所 
笠松保育園 

3か月～年少前 

1歳6か月～就学前 

1歳～就学前 

住　　所 
上新町172 
北及1783 
無動寺228 
西宮町44の2

電話番号 
387‐2664 
387‐2298 
387‐2496 
387‐2947

何らかの健康被害が生じた場合 
定期接種の方：予防接種法に基づく給付を受けることができます。 

任意接種の方：独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害

救済制度の対象となります。 

c健康介護課　蕁388‐7171

季節性インフルエンザ予防接種 
1歳から中学3年生のお子さんもインフルエンザ予防接種費用を助成します 

　今年度は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザウイルスの同時流行が心配されることから、これまで

の高齢者のインフルエンザ予防接種に加え、1歳から中学3年生のお子さんの予防接種費用の助成を実

施します。年齢の基準は接種日現在です。 

※必要とされている方に確実にワクチン接種が行えるよう、今年度は定期接種対象者（65歳以上の方）

以外の方は、10月26日以降の接種にご協力をお願いします。 

接種期間：10月1日～12月31日 

対象者 

助成金額 

接種回数 

接種方法 

持ち物 

羽島郡外の県内広域化予防接種協力医療機関（※） 
で接種する場合 

上限3,740円 

①接種医療機関へ予約 
②役場健康介護課窓口・福祉健康センター・ 
総合会館に設置してある「予診票」を持参 
③医療機関が設定する接種費用から助成金額を 
差し引いた額を支払う 

健康保険証、予診票 

羽島郡内の医療機関で接種する場合 
（指定医療機関は次ページをご覧ください） 

・接種時に笠松町に住民登録のある65歳以上の方 
・60歳から64歳までの方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に
障がいがあり、日常生活が極度に制限される状態の方 

3,740円 

1回 

①指定医療機関へ予約 
②指定医療機関に設置してある「予診票」を記入 
③自己負担金（1,500円）を支払う 

健康保険証 

対象者・ 
助成金額 

接種方法・ 
申請方法 

申請期限 

羽島郡外の医療機関で接種する場合 

①接種医療機関へ予約 
②接種費用の全額を医療機関で支払う 
③領収書・印鑑・通帳を持参し、役場健康介護課窓口・
福祉健康センター・総合会館へ申請 
④接種された方または保護者名義の口座に助成金
を振り込み 

令和3年1月15日（金） 

羽島郡内の医療機関で接種する場合 
（対象医療機関はホームページをご覧ください） 

・接種時に笠松町に住民登録のある1歳から中学3年生の方は、1回につき1,000円（1人2回まで）の助成 
・接種時に笠松町に住民登録のある60歳から64歳までの方は、上限3,740円（1人1回まで）の助成 
・65歳以上の方で、町の指定する医療機関以外で接種される方は、上限3,740円（1人1回まで）の助成 
※助成金額が接種費用を超える場合は、接種費用を助成 

①接種医療機関へ予約 
②医療機関に設置してある「インフルエンザ予防接
種に関する助成申請書」を記入 

③医療機関が設定する接種費用から助成金額を差
し引いた額を支払う 

①定期接種（65歳以上の方で、町の指定する医療機関で接種する）の場合 

②任意接種の場合 

医療機関名 
愛生病院 
伊藤内科 
岩村医院 
おおかわ整形外科 
片山クリニック 
小寺医院 
こめの医院 
さとう整形外科 
羽島クリニック 
ひらたクリニック 
まつなみ健康増進クリニック 
森本内科・皮ふ科 
吉田胃腸科 

電話番号 
388‐3300 
387‐2257 
387‐0180 
388‐7666 
388‐8700 
387‐4504 
387‐6010 
388‐0100 
387‐6161 
387‐3378 
388‐0111 
388‐3600 
387‐2217

【笠松町】 

医療機関名 
赤座医院上印食診療所 
安藤内科おなかクリニック 
おおしろ内科 
岡山クリニック 
おくむらメモリークリニック 
河合内科クリニック 
北田内科クリニック 
ぎなん皮ふ科クリニック 
岐南ほんだクリニック 
けやきクリニック 
さかいだ耳鼻咽喉科 
サンライズクリニック 
しみず整形外科リハビリクリニック 
なごやかクリニック 
やまうちクリニック 
渡辺小児科 

電話番号 
247‐2626 
245‐3300 
249‐1366 
268‐0307 
215‐5509 
247‐6630 
278‐1030 
259‐4112 
249‐2288 
213‐3310 
214‐3322 
247‐3322 
248‐6011 
215‐8790 
215‐7771 
246‐8882

【岐南町】 

▲任意接種対象 
　医療機関一覧 

※広域化予防接種協力医療機関に
ついては、県ホームページをご覧
ください。 

広域化予防接種協力医療機関一覧蜷 

 
 
 
 
 
対象者 
 
受付期間 
保育所（園）の概要 

定期接種指定医療機関 お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

羽島郡笠松町中野 
387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

令和2年10月号 
第1121号 8 令和2年10月号 

第1121号 9



 
 
令和3年度保育所（園）入所（園）受付 
　令和3年4月から入所（園）を希望される方の受付を福祉子ども課で行います。 

　申込書類は各保育所（園）、福祉子ども課で配布します。 

笠松町に住民登録があり、保護者が会社勤務や内職・自営業に従事、または病気（出産などを

含む）、看病などの理由で保育を必要とする家庭の児童 

10月1日（木）～30日（金）　午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日を除く） 

延長保育、障がい児保育（第一保育所を除く）なども行っています。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

保育所（園） 対象年齢 
第一保育所 
松枝保育所 
下羽栗保育所 
笠松保育園 

3か月～年少前 

1歳6か月～就学前 

1歳～就学前 

住　　所 
上新町172 
北及1783 
無動寺228 
西宮町44の2

電話番号 
387‐2664 
387‐2298 
387‐2496 
387‐2947

何らかの健康被害が生じた場合 
定期接種の方：予防接種法に基づく給付を受けることができます。 

任意接種の方：独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害

救済制度の対象となります。 

c健康介護課　蕁388‐7171

季節性インフルエンザ予防接種 
1歳から中学3年生のお子さんもインフルエンザ予防接種費用を助成します 

　今年度は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザウイルスの同時流行が心配されることから、これまで

の高齢者のインフルエンザ予防接種に加え、1歳から中学3年生のお子さんの予防接種費用の助成を実

施します。年齢の基準は接種日現在です。 

※必要とされている方に確実にワクチン接種が行えるよう、今年度は定期接種対象者（65歳以上の方）

以外の方は、10月26日以降の接種にご協力をお願いします。 

接種期間：10月1日～12月31日 

対象者 

助成金額 

接種回数 

接種方法 

持ち物 

羽島郡外の県内広域化予防接種協力医療機関（※） 
で接種する場合 

上限3,740円 

①接種医療機関へ予約 
②役場健康介護課窓口・福祉健康センター・ 
総合会館に設置してある「予診票」を持参 
③医療機関が設定する接種費用から助成金額を 
差し引いた額を支払う 

健康保険証、予診票 

羽島郡内の医療機関で接種する場合 
（指定医療機関は次ページをご覧ください） 

・接種時に笠松町に住民登録のある65歳以上の方 
・60歳から64歳までの方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に
障がいがあり、日常生活が極度に制限される状態の方 

3,740円 

1回 

①指定医療機関へ予約 
②指定医療機関に設置してある「予診票」を記入 
③自己負担金（1,500円）を支払う 

健康保険証 

対象者・ 
助成金額 

接種方法・ 
申請方法 

申請期限 

羽島郡外の医療機関で接種する場合 

①接種医療機関へ予約 
②接種費用の全額を医療機関で支払う 
③領収書・印鑑・通帳を持参し、役場健康介護課窓口・
福祉健康センター・総合会館へ申請 
④接種された方または保護者名義の口座に助成金
を振り込み 

令和3年1月15日（金） 

羽島郡内の医療機関で接種する場合 
（対象医療機関はホームページをご覧ください） 

・接種時に笠松町に住民登録のある1歳から中学3年生の方は、1回につき1,000円（1人2回まで）の助成 
・接種時に笠松町に住民登録のある60歳から64歳までの方は、上限3,740円（1人1回まで）の助成 
・65歳以上の方で、町の指定する医療機関以外で接種される方は、上限3,740円（1人1回まで）の助成 
※助成金額が接種費用を超える場合は、接種費用を助成 

①接種医療機関へ予約 
②医療機関に設置してある「インフルエンザ予防接
種に関する助成申請書」を記入 
③医療機関が設定する接種費用から助成金額を差
し引いた額を支払う 

①定期接種（65歳以上の方で、町の指定する医療機関で接種する）の場合 

②任意接種の場合 

医療機関名 
愛生病院 
伊藤内科 
岩村医院 
おおかわ整形外科 
片山クリニック 
小寺医院 
こめの医院 
さとう整形外科 
羽島クリニック 
ひらたクリニック 
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387‐6010 
388‐0100 
387‐6161 
387‐3378 
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388‐3600 
387‐2217

【笠松町】 

医療機関名 
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おおしろ内科 
岡山クリニック 
おくむらメモリークリニック 
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【岐南町】 

▲任意接種対象 
　医療機関一覧 

※広域化予防接種協力医療機関に
ついては、県ホームページをご覧
ください。 

広域化予防接種協力医療機関一覧蜷 
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受付期間 
保育所（園）の概要 
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町からのお知らせ 
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第1121号 8 令和2年10月号 

第1121号 9



ロタウイルス予防接種が定期接種になります 
　10月からロタウイルス予防接種が、定期接種（予防接種法に基づいた予防接種）になります。 

　接種できる時期を確認して、計画的に予防接種を受けましょう。 

令和2年8月1日以降に生まれた0歳児 

接種するワクチンの種類によって異なります。 

スケジュールをよくご確認いただき、予防接種を受けるようにしてください。 

無料 

出生届提出時に「予防接種ガイド」と一緒に交付しています。 

羽島郡内の医療機関で接種する方法と、町が指定する県内医療機関で接種する方法

（広域化予防接種）があります。 

　実施医療機関は町ホームページをご覧ください。 

建築物の耐震化促進に伴う 
助成（申込期限の変更） 

　町では地震に備えるため、昭

和56年5月31日以前に着工され

た木造一戸建て住宅の耐震診

断を希望される方に、無料で専

門家を派遣し、耐震診断と耐震

補強のアドバイスを受けられる

制度を設けています。また、昭

和56年6月1日以降に着工され

た木造住宅の耐震診断と、昭

和56年5月31日以前に着工され

た木造以外の建築物の耐震診

断、昭和56年5月31日以前に着

工された木造住宅の耐震補強

または、耐震シェルターなどの設

置にかかる費用の一部を助成

する制度を設けています。 

　なお、国の予算の都合により、

申込期限が例年より早くなりま

したので、ご注意ください。 

11月30日（月） 

e建設課　蕁388‐1117

全国一斉情報伝達試験 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送られてくる緊急情報を、

全国瞬時警報システム（J‐アラート※）により皆さんにお伝えするため

の試験を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情報伝達試験が実施さ

れます。この機会に災害発生時の行動を再確認するとともに、平常

時の備えなどについて家庭内で話し合いましょう。 

※J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から市町村

へ人工衛星などを通じて瞬時に情報を伝達するシステムのことです。 

c総務課　蕁388‐1111

遅らせないで！子どもの予防接種 
　新型コロナウイルス感染症の影響により、定期予防接種の接種率

低下が懸念されています。 

　予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに

決められています。特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつ

くのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。 

　医療機関では換気や消毒を行うなど、新型コロナウイルス感染防

止対策に努めています。 

　子どもの予防接種は、決して「不要不急」ではありません。必要な

時期に予防接種を受け、お子さんを感染症から守りましょう。 

c健康介護課　蕁388‐7171

福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）更新の手続きを 
　福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）をお持ちの方は、

10月31日で有効期限が満了となりますので、更新の手続きが必要です。 

　更新の手続きをされないと、11月から医療費の助成が受けられなく

なりますのでご注意ください。 

10月30日（金） 

受給資格者により、持ち物は異なります。10月上旬にお送り

する更新案内をよくご確認ください。 

※郵便での申請も可能です。 

c住民課　蕁388‐1115

岐阜県地震防災の日 

ワクチン名 ロタリックス獏 

接種時期 
（対象者） 

接種回数 

出生6週0日後～24週0日後 
※初回接種は、必ず出生14週6日後までに接種。 
（標準初回接種年齢は、生後2か月ごろです。なお、出生〇週〇日後は、出生日の翌日を出生1日後として算出します。） 
2回（27日以上の間隔をあける） 

ロタテック獏 
出生6週0日後～32週0日後 

3回（27日以上の間隔をあける） 

リバーサイドカーニバルの中止 
　10月下旬に開催を予定して

おりました「リバーサイドカーニ

バル2020」は、新型コロナウイル

ス感染症の感染防止対策徹底

が困難との判

断により、中止

します。 

cかさまつまちづくりイベント 

実行委員会（企画課内） 

蕁388‐1113

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

10月7日（水）　午前11時ごろ 

情報伝達試験「これはテストです。」と放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから訓練放送が流れます。 

　岐阜県では、明治24年10月28日に濃尾地震が発生したことから、

毎年10月28日を「岐阜県地震防災の日」と定めています。 

　地震が発生したとき、被害を最小限におさえるには、一人ひとり

が適切な行動をとることが大切です。 

　避難場所や家族との連絡方法の確認、非常

用持出袋の点検など、災害に備えて準備をして

おきましょう。 

① 羽島郡内の指定医療機関で接種する場合 

　羽島郡外にかかりつけ医がいる方や、やむを得ない事情により羽島郡内で接種することが困難な方は、

町が指定する県内の医療機関で接種を受けることができます。 

※各医療機関により接種可能な予防接種が異なります。事前に町またはかかりつけ医に確認してください。 

c健康介護課　蕁388‐7171

② 広域化予防接種協力医療機関で接種する場合 

　令和2年「緑の募金」運動

にご協力いただきありがとう

ございます。 

　皆さんからお寄せいただ

いた募金は、緑化推進事業

に活用させていただきます。 

募金総額　625,700円 

「緑の募金」活動へのご協力 
ありがとうございました 

 
 
 
対象者 
接種回数・接種間隔 

接種費用 
予診票の交付 
指定医療機関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申込期限 

 
 
 
 
 
申請期限 
持ち物 

町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

令和2年10月号 
第1121号 10 令和2年10月号 

第1121号 11



ロタウイルス予防接種が定期接種になります 
　10月からロタウイルス予防接種が、定期接種（予防接種法に基づいた予防接種）になります。 

　接種できる時期を確認して、計画的に予防接種を受けましょう。 

令和2年8月1日以降に生まれた0歳児 

接種するワクチンの種類によって異なります。 

スケジュールをよくご確認いただき、予防接種を受けるようにしてください。 

無料 

出生届提出時に「予防接種ガイド」と一緒に交付しています。 

羽島郡内の医療機関で接種する方法と、町が指定する県内医療機関で接種する方法

（広域化予防接種）があります。 

　実施医療機関は町ホームページをご覧ください。 

建築物の耐震化促進に伴う 
助成（申込期限の変更） 

　町では地震に備えるため、昭

和56年5月31日以前に着工され

た木造一戸建て住宅の耐震診

断を希望される方に、無料で専

門家を派遣し、耐震診断と耐震

補強のアドバイスを受けられる

制度を設けています。また、昭

和56年6月1日以降に着工され

た木造住宅の耐震診断と、昭

和56年5月31日以前に着工され

た木造以外の建築物の耐震診

断、昭和56年5月31日以前に着

工された木造住宅の耐震補強

または、耐震シェルターなどの設

置にかかる費用の一部を助成

する制度を設けています。 

　なお、国の予算の都合により、

申込期限が例年より早くなりま

したので、ご注意ください。 

11月30日（月） 

e建設課　蕁388‐1117

全国一斉情報伝達試験 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送られてくる緊急情報を、

全国瞬時警報システム（J‐アラート※）により皆さんにお伝えするため

の試験を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情報伝達試験が実施さ

れます。この機会に災害発生時の行動を再確認するとともに、平常

時の備えなどについて家庭内で話し合いましょう。 

※J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から市町村

へ人工衛星などを通じて瞬時に情報を伝達するシステムのことです。 

c総務課　蕁388‐1111

遅らせないで！子どもの予防接種 
　新型コロナウイルス感染症の影響により、定期予防接種の接種率

低下が懸念されています。 

　予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに

決められています。特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつ

くのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。 

　医療機関では換気や消毒を行うなど、新型コロナウイルス感染防

止対策に努めています。 

　子どもの予防接種は、決して「不要不急」ではありません。必要な

時期に予防接種を受け、お子さんを感染症から守りましょう。 

c健康介護課　蕁388‐7171

福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）更新の手続きを 
　福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）をお持ちの方は、

10月31日で有効期限が満了となりますので、更新の手続きが必要です。 

　更新の手続きをされないと、11月から医療費の助成が受けられなく

なりますのでご注意ください。 

10月30日（金） 

受給資格者により、持ち物は異なります。10月上旬にお送り

する更新案内をよくご確認ください。 

※郵便での申請も可能です。 

c住民課　蕁388‐1115

岐阜県地震防災の日 

ワクチン名 ロタリックス獏 

接種時期 
（対象者） 

接種回数 

出生6週0日後～24週0日後 
※初回接種は、必ず出生14週6日後までに接種。 
（標準初回接種年齢は、生後2か月ごろです。なお、出生〇週〇日後は、出生日の翌日を出生1日後として算出します。） 
2回（27日以上の間隔をあける） 

ロタテック獏 
出生6週0日後～32週0日後 

3回（27日以上の間隔をあける） 

リバーサイドカーニバルの中止 
　10月下旬に開催を予定して

おりました「リバーサイドカーニ

バル2020」は、新型コロナウイル

ス感染症の感染防止対策徹底

が困難との判

断により、中止

します。 

cかさまつまちづくりイベント 

実行委員会（企画課内） 

蕁388‐1113

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

10月7日（水）　午前11時ごろ 

情報伝達試験「これはテストです。」と放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから訓練放送が流れます。 

　岐阜県では、明治24年10月28日に濃尾地震が発生したことから、

毎年10月28日を「岐阜県地震防災の日」と定めています。 

　地震が発生したとき、被害を最小限におさえるには、一人ひとり

が適切な行動をとることが大切です。 

　避難場所や家族との連絡方法の確認、非常

用持出袋の点検など、災害に備えて準備をして

おきましょう。 

① 羽島郡内の指定医療機関で接種する場合 

　羽島郡外にかかりつけ医がいる方や、やむを得ない事情により羽島郡内で接種することが困難な方は、

町が指定する県内の医療機関で接種を受けることができます。 

※各医療機関により接種可能な予防接種が異なります。事前に町またはかかりつけ医に確認してください。 

c健康介護課　蕁388‐7171

② 広域化予防接種協力医療機関で接種する場合 

　令和2年「緑の募金」運動

にご協力いただきありがとう

ございます。 

　皆さんからお寄せいただ

いた募金は、緑化推進事業

に活用させていただきます。 

募金総額　625,700円 

「緑の募金」活動へのご協力 
ありがとうございました 

 
 
 
対象者 
接種回数・接種間隔 

接種費用 
予診票の交付 
指定医療機関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申込期限 

 
 
 
 
 
申請期限 
持ち物 

町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

令和2年10月号 
第1121号 10 令和2年10月号 

第1121号 11



次期ごみ焼却場の都市計画案 
を縦覧します 

　羽島市では、次期ごみ焼却

場に関する「羽島都市計画ご

み焼却場の都市計画案」を縦

覧するとともに、意見書を受け

付けます。 

10月7日（水）～21日（水） 

※土・日曜日は除く 

羽島市役所都市計画課

（羽島市竹鼻町55） 

※詳細は、羽島市ホームページ

をご覧ください。 

c羽島市役所都市計画課 

　蕁392‐1111

献血 
　みなさんのあたたかい思いや

りが、助け合いの輪を広げます。

ぜひ献血にご協力ください。 

10月20日（火） 

午後1時～2時30分 

笠松町役場 

c健康介護課　蕁388‐7171

秋の読書週間 
　笠松中央公民館図書室では秋の読書週間に合わせ、特集コーナーの設置やイベントを開催します。 

　皆さん足を運んでみてください。 

10月27日（火）～11月9日（月）　※10月30日（金）は休室日です。 

c笠松中央公民館　蕁388‐3231

第50回笠松町美術展 
　日本画、水墨画、洋画、書、工芸、写真など多数

の作品展示を行います。お誘い合わせのうえ、ぜ

ひお出かけください。 

11月7日（土）～9日（月） 

午前9時～午後5時 

※最終日は午後4時まで 

笠松中央公民館 

c町美術展実行委員会（笠松中央公民館内）　

蕁388‐3231

▲予約はこちら 

　10月は、「シートベルト・チャ

イルドシート着用強調月間」

です。シートベルトやチャイ

ルドシートは、交通事故発生

時の被害防止や軽減に欠

かすことができません。運

転手はもちろん、同乗者全

員がシートベルトを着用する

必要があります。全ての座

席で着用を習慣付けましょう。 

　また、万が一の交通事故

のとき、子どもを守れるのは

チャイルドシートです。大切

なお子さんを守るために、必

ず着用しましょう。 

シートベルト・チャイルド 
シート着用強調月間 

保育士 
4人（正職員） 

令和3年4月1日 

第一保育所、下羽

栗保育所、松枝保育所 

午前7時～午後7

時のうち8時間45分（休憩時間

1時間を含む） 

短大卒169,800円、大卒

186,600円（経験年数により加

算額有り） 

年3回（前年度実績5.6

か月分程度） 

※令和2年度中途採用保育士

（正職員・パート）も随時募集

しています。 

詳細や施設見

学を希望される

方は、お気軽に

お電話ください。 

e社会福祉法人笠松町地

域振興公社　蕁387‐6266

▲詳しくはこちら 

 
 
講演会 
「笠松隕石・宇宙からの贈り物」 

　歴史未来館の開館5周年を

記念した講演会を開催します。 

　笠松隕石を中心に、太陽系

や生命誕生の起源について詳

しくお話いただくとともに、町指

定文化財の「笠松隕石」を約

30年ぶりに一般公開します。 

　参加には事前申込が必要です。

下記方法よりお申込みください。 

11月15日（日） 

午後1時30分～ 

笠松中央公民館3階 

大ホール 

岐阜聖徳学園大学　

教育学部教授　川上 紳一氏 

無料 

100人（申込多数の場

合は抽選） 

申込用紙（歴史未

来館・笠松中央公民館・松枝公

民館・総合会館で配布）を回収

ボックスへ投函または町ホーム

ページ申込フォー

ムよりお申込みくだ

さい。 

 

10月25日（日） 

c歴史未来館　蕁388‐0161 

 

▲申込みはこちら 

内　容 

イベント 

特集 
コーナー 

読み聞かせ 

貸出・予約ランキング 

日　時 

10月31日（土） 
午前10時30分～11時 

10月27日（火）～11月9日（月） 

場　所 

笠松中央公民館 
1階 和室 

笠松中央公民館 
2階 図書室 

■図書の予約（リクエスト） 
　借りたい本が貸出中もしくは笠松町図

書室に所蔵のないときは、本を予約（リク

エスト）することができます。ご予約は、図

書室窓口またはインターネットで受け付け

ています。 
※インターネットからご予約の場合は、事前にメールアドレス・パス
ワードの登録が必要になります。 

■お願い 
　図書室の本はみんなの本です。本

への書き込み、切り取り、

ページ折りなどが増え

ていますので、大切に

扱ってください。 

10月18日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりをしましょう。 
【今月のテーマ】 
家族みんなで一緒に過ごす時間を増やし、絆を深めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

5（月）.7（水）.8（木）.9（金）.20（火）.21（水）.22（木）.23（金） 

10/9、10/22、CCNにて笠松けいば全レースを放送!10/9、10/22、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

10/ 9（金） 第47回オータムカップ 
10/22（木） 第48回ジュニアクラウン 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

10月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

 
 
 
 
 
 
 
期間 
 
場所 

 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
 
講師 
 
入場料 
定員 
 
申込方法 
 
 
 
 
 
 
申込期限 

 
 
 
期間 
内容 

 
採用予定人員 
採用年月日 
勤務場所 
 
勤務時間 
 
 
給料 
 
 
賞与 

 
 
 
 
期間 
時間 
 
場所 

募　　　集 

イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和2年10月号 
第1121号 12 令和2年10月号 

第1121号 13



次期ごみ焼却場の都市計画案 
を縦覧します 

　羽島市では、次期ごみ焼却

場に関する「羽島都市計画ご

み焼却場の都市計画案」を縦

覧するとともに、意見書を受け

付けます。 

10月7日（水）～21日（水） 

※土・日曜日は除く 

羽島市役所都市計画課

（羽島市竹鼻町55） 

※詳細は、羽島市ホームページ

をご覧ください。 

c羽島市役所都市計画課 

　蕁392‐1111

献血 
　みなさんのあたたかい思いや

りが、助け合いの輪を広げます。

ぜひ献血にご協力ください。 

10月20日（火） 

午後1時～2時30分 

笠松町役場 

c健康介護課　蕁388‐7171

秋の読書週間 
　笠松中央公民館図書室では秋の読書週間に合わせ、特集コーナーの設置やイベントを開催します。 

　皆さん足を運んでみてください。 

10月27日（火）～11月9日（月）　※10月30日（金）は休室日です。 

c笠松中央公民館　蕁388‐3231

第50回笠松町美術展 
　日本画、水墨画、洋画、書、工芸、写真など多数

の作品展示を行います。お誘い合わせのうえ、ぜ

ひお出かけください。 

11月7日（土）～9日（月） 

午前9時～午後5時 

※最終日は午後4時まで 

笠松中央公民館 

c町美術展実行委員会（笠松中央公民館内）　

蕁388‐3231

▲予約はこちら 

　10月は、「シートベルト・チャ

イルドシート着用強調月間」

です。シートベルトやチャイ

ルドシートは、交通事故発生

時の被害防止や軽減に欠

かすことができません。運

転手はもちろん、同乗者全

員がシートベルトを着用する

必要があります。全ての座

席で着用を習慣付けましょう。 

　また、万が一の交通事故

のとき、子どもを守れるのは

チャイルドシートです。大切

なお子さんを守るために、必

ず着用しましょう。 

シートベルト・チャイルド 
シート着用強調月間 

保育士 
4人（正職員） 

令和3年4月1日 

第一保育所、下羽

栗保育所、松枝保育所 

午前7時～午後7

時のうち8時間45分（休憩時間

1時間を含む） 

短大卒169,800円、大卒

186,600円（経験年数により加

算額有り） 

年3回（前年度実績5.6

か月分程度） 

※令和2年度中途採用保育士

（正職員・パート）も随時募集

しています。 

詳細や施設見

学を希望される

方は、お気軽に

お電話ください。 

e社会福祉法人笠松町地

域振興公社　蕁387‐6266

▲詳しくはこちら 

 
 
講演会 
「笠松隕石・宇宙からの贈り物」 

　歴史未来館の開館5周年を

記念した講演会を開催します。 

　笠松隕石を中心に、太陽系

や生命誕生の起源について詳

しくお話いただくとともに、町指

定文化財の「笠松隕石」を約

30年ぶりに一般公開します。 

　参加には事前申込が必要です。

下記方法よりお申込みください。 

11月15日（日） 

午後1時30分～ 

笠松中央公民館3階 

大ホール 

岐阜聖徳学園大学　

教育学部教授　川上 紳一氏 

無料 

100人（申込多数の場

合は抽選） 

申込用紙（歴史未

来館・笠松中央公民館・松枝公

民館・総合会館で配布）を回収

ボックスへ投函または町ホーム

ページ申込フォー

ムよりお申込みくだ

さい。 

 

10月25日（日） 

c歴史未来館　蕁388‐0161 

 

▲申込みはこちら 

内　容 

イベント 

特集 
コーナー 

読み聞かせ 

貸出・予約ランキング 

日　時 

10月31日（土） 
午前10時30分～11時 

10月27日（火）～11月9日（月） 

場　所 

笠松中央公民館 
1階 和室 

笠松中央公民館 
2階 図書室 

■図書の予約（リクエスト） 
　借りたい本が貸出中もしくは笠松町図

書室に所蔵のないときは、本を予約（リク

エスト）することができます。ご予約は、図

書室窓口またはインターネットで受け付け

ています。 
※インターネットからご予約の場合は、事前にメールアドレス・パス
ワードの登録が必要になります。 

■お願い 
　図書室の本はみんなの本です。本

への書き込み、切り取り、

ページ折りなどが増え

ていますので、大切に

扱ってください。 

10月18日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりをしましょう。 
【今月のテーマ】 
家族みんなで一緒に過ごす時間を増やし、絆を深めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

5（月）.7（水）.8（木）.9（金）.20（火）.21（水）.22（木）.23（金） 

10/9、10/22、CCNにて笠松けいば全レースを放送!10/9、10/22、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

10/ 9（金） 第47回オータムカップ 
10/22（木） 第48回ジュニアクラウン 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

10月の開催日程 

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

 
 
 
 
 
 
 
期間 
 
場所 

 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
 
講師 
 
入場料 
定員 
 
申込方法 
 
 
 
 
 
 
申込期限 

 
 
 
期間 
内容 

 
採用予定人員 
採用年月日 
勤務場所 
 
勤務時間 
 
 
給料 
 
 
賞与 

 
 
 
 
期間 
時間 
 
場所 

募　　　集 

イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和2年10月号 
第1121号 12 令和2年10月号 

第1121号 13



　 役 場  
 
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環境経済課  
住 民 課  
健康介護課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
教育文化課  
会 計 課  
議会事務局  

 
笠松中央公民館 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も
可能ですのでご相談ください。 
□問企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

 
 
10月21日（水）特別町民合同相談 
　各種相談窓口を無料で開設します。秘密は固く守られますので、ぜひご活用ください。 

　なお、予約が必要な相談は、10月12日（月）までにお申込みください。 

e総務課　蕁388‐1111（法律相談・悩みごと相談）　／　環境経済課　蕁388‐1114（空き家相談） 

子どもサポートセンター 
「スマイル笠松」 

　「なかなか学校に行けない。」

「学校には行っているが、なん

だか元気がない。」「最近子ど

もの様子がおかしい。」「誰に

相談したらよいのだろう。」そん

な悩みをおもちのお子さんや保

護者の方の「心」に少しでも寄

り添いたいという願いから「スマ

イル笠松」ができました。 

　「スマイル笠松」は、子どもた

ちが安心して話をしたり、一人ひ

とりの願いに合った活動を行っ

たりすることができる「心の居場

所」です。電話での相談を受け

付けたり、学校と連携をして学

校復帰や社会的自立に向けて、

支援の方法を一緒に考えたりし

ます。お子さんの気持ちに寄り

添いながら「心」の元気を取り

戻していけることを願っています。 

　詳しくは郡二町教育委員会

のホームページをご覧ください。 

cスマイル笠松　蕁387‐6391 

　羽島郡二町教育委員会 

　蕁245‐1133

 
 
空き家の適正な管理を！ 
　近年、適正な管理がされず

老朽化した空き家が原因となる

飛散事故や倒壊事故が、全国

的な問題となっています。 

　空き家は個人の財産である

ため、所有する空き家が原因で

周辺住民などの第三者に危害

を加えてしまった場合は、その

所有者や相続人の方が損害

賠償などの法的な責任を負うこ

とになります。 

　空き家の所有者や相続人の

方は、定期的に立ち木や雑草

の伐採を行うとともに、建物の屋

根や窓ガラス、外構などの状況

を確認し、危険な箇所を発見し

た場合は、大至急修繕を行いま

しょう。個人での管理や修繕が

困難な場合は業者に依頼する

など、適正な管理をお願いします。 

c環境経済課　蕁388‐1114

こころの健康相談 
　岐阜保健所では、精神科の専門医が、こころの

悩みなどに関する相談を受け付けています。相談

することで解決の糸口が見つかるかもしれません。 

　相談は完全予約制ですので、必ず事前に予約

してください。相談者のプライバシーに配慮し、秘

密は厳守します。 

11月2日（月） 

午後2時～3時（1人30分） 

福祉健康センター 

原則、精神科の主治医のいない方やその

家族 

無料 

岐阜保健所 健康増進課保健予防係

（蕁380‐3004）に電話でお申込みください。 

c健康介護課　蕁388‐7171

第2回就学に関する教育相談会 
　郡二町教育委員会では、就学に関する不安や

悩みを抱えるお子さんと保護者の方を対象に、「就

学に関する教育相談会」を開催します。一人ひと

りのもっている力を伸ばすための学びの場や支援

方法を一緒に考えていきましょう。 

10月27日（火） 

午前9時～正午、午後1時～ 4時 

岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107） 

原則、令和3年度・令和4年度に小学校入

学予定のお子さんと保護者の方 

郡内の施設に通っている方は各施設

へ、それ以外の方は郡二町教育委員会へお問合

せください。 

10月8日（木） 

※開催日時に変更が生じた場合は、各関係の園・

学校を通してご連絡します。 

c羽島郡二町教育委員会　蕁245‐1133

令和2年9月1日現在（前月比） 
人口 
男 
女 

世帯数 

22,183 
10,725 
11,458 
9,132

人 
人 
人 
世帯 

（増 
（増 
（増 
（増 

11） 
4） 
7） 
17） 

時　間 

法律相談・ 
悩みごと相談 

行政相談 

心配ごと相談 

人権よろず相談 

空き家相談 

午前10時～午後3時 
（30分/人） 

午前10時～午後3時 
（正午～午後1時除く） 

午前10時～午後4時20分 
（50分/人） 

場所 

福祉 
会館 

内　容 

家庭や近隣の法律上
の悩み 

行政機関や特殊法人
に対する苦情や要望 

家庭や近隣の心配ごと 

嫌がらせや名誉棄損 

空き家の管理、活用や
解体 

相談員 

弁護士 

行政相談員、岐阜行政監視
行政相談センター職員 

民生児童委員 

人権擁護委員 

岐阜県空家等総合相談員 

予　約 

総務課へ 
（定員8人） 

不要 

不要 

不要 

環境経済課へ 
（定員5人） 

10月19日（月）～25日（日）は行政相談週間です 

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、本紙掲載の行事や事業
を中止する可能性があります。 
　町ホームページにて最新の情報
を掲載していますので、お出かけの
際は事前にご確認ください。 
　また、イベント参加
時などはマスク着用
や検温など、感染症
予防にご協力ください。 

お断り 

 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
対象 
 
参加料 
申込方法 

 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
対象 
 
申込方法 
 
 
申込期限 

相　　　談 お　願　い 

町からのお知らせ 

～あなたの力を消防団に～ 

消防団員募集 
女性団員も活躍中 

【問合先】総務課　蕁388‐1111

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

令和2年10月号 
第1121号 14 令和2年10月号 

第1121号 15



　 役 場  
 
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環境経済課  
住 民 課  
健康介護課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
教育文化課  
会 計 課  
議会事務局  

 
笠松中央公民館 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も
可能ですのでご相談ください。 
□問企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

 
 
10月21日（水）特別町民合同相談 
　各種相談窓口を無料で開設します。秘密は固く守られますので、ぜひご活用ください。 

　なお、予約が必要な相談は、10月12日（月）までにお申込みください。 

e総務課　蕁388‐1111（法律相談・悩みごと相談）　／　環境経済課　蕁388‐1114（空き家相談） 

子どもサポートセンター 
「スマイル笠松」 

　「なかなか学校に行けない。」

「学校には行っているが、なん

だか元気がない。」「最近子ど

もの様子がおかしい。」「誰に

相談したらよいのだろう。」そん

な悩みをおもちのお子さんや保

護者の方の「心」に少しでも寄

り添いたいという願いから「スマ

イル笠松」ができました。 

　「スマイル笠松」は、子どもた

ちが安心して話をしたり、一人ひ

とりの願いに合った活動を行っ

たりすることができる「心の居場

所」です。電話での相談を受け

付けたり、学校と連携をして学

校復帰や社会的自立に向けて、

支援の方法を一緒に考えたりし

ます。お子さんの気持ちに寄り

添いながら「心」の元気を取り

戻していけることを願っています。 

　詳しくは郡二町教育委員会

のホームページをご覧ください。 

cスマイル笠松　蕁387‐6391 

　羽島郡二町教育委員会 

　蕁245‐1133

 
 
空き家の適正な管理を！ 
　近年、適正な管理がされず

老朽化した空き家が原因となる

飛散事故や倒壊事故が、全国

的な問題となっています。 

　空き家は個人の財産である

ため、所有する空き家が原因で

周辺住民などの第三者に危害

を加えてしまった場合は、その

所有者や相続人の方が損害

賠償などの法的な責任を負うこ

とになります。 

　空き家の所有者や相続人の

方は、定期的に立ち木や雑草

の伐採を行うとともに、建物の屋

根や窓ガラス、外構などの状況

を確認し、危険な箇所を発見し

た場合は、大至急修繕を行いま

しょう。個人での管理や修繕が

困難な場合は業者に依頼する

など、適正な管理をお願いします。 

c環境経済課　蕁388‐1114

こころの健康相談 
　岐阜保健所では、精神科の専門医が、こころの

悩みなどに関する相談を受け付けています。相談

することで解決の糸口が見つかるかもしれません。 

　相談は完全予約制ですので、必ず事前に予約

してください。相談者のプライバシーに配慮し、秘

密は厳守します。 

11月2日（月） 

午後2時～3時（1人30分） 

福祉健康センター 

原則、精神科の主治医のいない方やその

家族 

無料 

岐阜保健所 健康増進課保健予防係

（蕁380‐3004）に電話でお申込みください。 

c健康介護課　蕁388‐7171

第2回就学に関する教育相談会 
　郡二町教育委員会では、就学に関する不安や

悩みを抱えるお子さんと保護者の方を対象に、「就

学に関する教育相談会」を開催します。一人ひと

りのもっている力を伸ばすための学びの場や支援

方法を一緒に考えていきましょう。 

10月27日（火） 

午前9時～正午、午後1時～ 4時 

岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107） 

原則、令和3年度・令和4年度に小学校入

学予定のお子さんと保護者の方 

郡内の施設に通っている方は各施設

へ、それ以外の方は郡二町教育委員会へお問合

せください。 

10月8日（木） 

※開催日時に変更が生じた場合は、各関係の園・

学校を通してご連絡します。 

c羽島郡二町教育委員会　蕁245‐1133

令和2年9月1日現在（前月比） 
人口 
男 
女 

世帯数 

22,183 
10,725 
11,458 
9,132

人 
人 
人 
世帯 

（増 
（増 
（増 
（増 

11） 
4） 
7） 
17） 

時　間 

法律相談・ 
悩みごと相談 

行政相談 

心配ごと相談 

人権よろず相談 

空き家相談 

午前10時～午後3時 
（30分/人） 

午前10時～午後3時 
（正午～午後1時除く） 

午前10時～午後4時20分 
（50分/人） 

場所 

福祉 
会館 

内　容 

家庭や近隣の法律上
の悩み 

行政機関や特殊法人
に対する苦情や要望 

家庭や近隣の心配ごと 

嫌がらせや名誉棄損 

空き家の管理、活用や
解体 

相談員 

弁護士 

行政相談員、岐阜行政監視
行政相談センター職員 

民生児童委員 

人権擁護委員 

岐阜県空家等総合相談員 

予　約 

総務課へ 
（定員8人） 

不要 

不要 

不要 

環境経済課へ 
（定員5人） 

10月19日（月）～25日（日）は行政相談週間です 

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、本紙掲載の行事や事業
を中止する可能性があります。 
　町ホームページにて最新の情報
を掲載していますので、お出かけの
際は事前にご確認ください。 
　また、イベント参加
時などはマスク着用
や検温など、感染症
予防にご協力ください。 

お断り 

 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
対象 
 
参加料 
申込方法 

 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
対象 
 
申込方法 
 
 
申込期限 

相　　　談 お　願　い 

町からのお知らせ 

～あなたの力を消防団に～ 

消防団員募集 
女性団員も活躍中 

【問合先】総務課　蕁388‐1111

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

令和2年10月号 
第1121号 14 令和2年10月号 

第1121号 15



c環境経済課　蕁388‐1114

　岐阜市とその周辺市町（笠松町、山県市、
瑞穂市、本巣市、岐南町、北方町）が連携協
定を締結し、平成29年に形成された「岐阜連
携都市圏」。現在、さまざまな連携が進められ
ている圏域市町のイチオシ情報をご紹介します。 

視聴方法 YouTubeで動画タイトルを検索またはQRコード獏をスマート
フォンなどで読み取ってご覧ください。 

c岐阜市役所　広報広聴課　蕁214‐2061

　町では、ごみの減量化や資源の再利用のため「生ごみ減量化推進補助制度」を設けています。
今回、この制度を利用し、電気式生ごみ処理機を購入された方にお話を伺いました。 

生ごみ処理機などの購入代金の90%を助成します！（令和3年3月まで） 
　町では、令和3年3月まで生ごみ減量化推進補助金の助成内容を拡充します。ぜひこの機
会にご利用いただき、ごみの減量化にご協力をお願いします。助成制度の詳細は、環境経済
課へお問合せください。 

実際どうなの？電気式生ごみ処理機 
～町内利用者にお聞きしました！～ 

家庭ごみが増えています 
　不要不急の外出自粛のため、皆さんが自宅で過ごす時間が
増えたことに伴い、家庭ごみも増加しています。特に、生ごみは
多くの水分を含んでおり、水切りをすることで家庭ごみを減量
することができます。 

■購入のきっかけは？ 
　家族が多いため生ごみも多く、毎回のごみ出しが重くて大変でした。
少しでも出すごみを減らしたいと思い、過去に、ぼかし（生ごみに土
やもみがらを混ぜて発酵させて作る肥料）に挑戦したこともありまし
たが、手間や処理できない量の生ごみが出ることから断念しました。 
　そんな時、町の広報紙で生ごみ処理機について知り、夫の新しい物好きもあって（笑）、8年前
に1台目を購入し、何度か修理し使っていましたが、最近調子が悪くなり、2台目を購入しました。 

■使ってみた感想は？ 
　乾燥処理をした生ごみがとても軽くなることには驚きました。また、
生ごみを出すことがなくなり、毎回のごみ出しが軽くてとっても楽にな
りました。電気式生ごみ処理機を購入して本当に良かったと思います。 
　町の助成制度を活用すれば、購入時の家計の負担も少なく済ん
で助かったので、今後もこの助成制度を続けてほしいです。 

■毎日どのように使っていますか？ 
　台所で、野菜の皮や食べ残しをバケツに入れ一時保管しています。
夕食後、その日に出た生ごみをまとめて外に置いてある電気式生ご
み処理機へ入れます。処理中の音も気になりませんし、6時間で乾燥
処理が終わるので、翌朝には乾燥しています。若干、味噌のような臭
いがしますが、生ごみ特有の嫌な臭いはなく、虫が湧くこともありません。 
　鶏の骨など人間が食べられないものは入れることができませんが、
電気式なのでコンセントに繋ぐだけで設置も簡単で、毎日使用でき
ます。乾燥後はとっても軽く少量になりますので、バケツで保存した
後、家庭菜園の土に戻しています。 

一晩で生ごみのかさが 
こんなに減ります！ 

ホームコンポ 

電気式生ごみ処理機 

非電気式生ごみ処理機 

ダンボールコンポスト 

水切りバケツや微生物処理装置 

10,000円まで 

60,000円まで 

10,000円まで 

1,000円まで 

3,000円まで 

（例）60,000円の電気式生ごみ処理機の場合 
　　　自己負担　6,000円 
　　　町の助成　54,000円 
助成内容の拡充は期間限定です！この機会に
あなたも生ごみ減量化を始めてみませんか？ 

　岐阜市の魅力ある地域資源や住み良さを紹介する
シティプロモーション動画を公開しています。動画は
「Amazing Gifu City（交流編）」と「Homing Gifu 
City（定住編）」の2種類あり、ドローンなどの最新機器
を活用して全編4Kで撮影しました。動画で流れる楽曲
の作詞・作曲は岐阜市出身の太志さん（元Aqua Timez）、
歌は青山テルマさんなどが担当しています。心温まる歌
と迫力ある映像を通して、岐阜市の魅力を堪能してみませんか。 

c健康介護課　蕁388‐7171

　高齢になると、病気が増え、複数の医療機関
を受診することも珍しくありません。受診先が
増えるに従って、くすりの種類も増え、くすりの
副作用が起こりやすくなるため、飲み合わせな
どには注意が必要です。 
 
ポリファーマシーって聞いたことありますか？ 
　多くのくすりを服用しているために、副作用
を起こしたり、くすりが残ってしまう状態をいい
ます。単に服用するくすりの数が多いことでは
ありません。 
 
なぜ高齢者は副作用が起こりやすいの？ 
　高齢になると、肝臓や腎臓の働きが弱くなり、
くすりの分解や排出に時間がかかるようにな
ります。また、くすりの数が増えると、くすり同
士が相互に影響し合うこともあります。 
　そのため、くすりが効き過ぎてしまったり、効か
なかったり、副作用が出やすくなることがあります。 

「なにか変だな」と感じたら？ 
　くすりを飲んでいて、次のような症状が気に
なることはありませんか？くすりが追加されたり、
変わったりした後は、特に注意しましょう。 

眠気、気分がしずむ、物忘れ、食欲低下、 
ふらつき、めまい、おしっこが出にくい、便秘 
 
　気になる症状がある場合は、医師や薬剤
師に相談しましょう。勝手にくすりの服用をや
めたり、減らしたりするのはよくありません。 
 
相談するときはどうすればいいの？ 
○服用しているくすりは、必ず全部伝えましょう。 
毎日飲んでいる健康食品やサプリメントが
ある場合は、その情報も伝えましょう。 
○いつごろから、どのような症状が出てきたのか、
気になる症状についてメモしておきましょう。 

 
日ごろから注意しておくことは？ 
○日ごろから、かかりつけの医師や薬剤師を
もって、処方されているくすりの情報を把握
してもらっておくと安心です。 
○お薬手帳を持ちましょう。お薬手帳は1冊に
まとめておきましょう。 

10月17日～23日は「薬と健康の週間」です 

交流編 定住編 

ごみを 
減らしましょう 

減量化だけじゃない！臭いや水垂れも解消できる「生ごみ処理機」 

岐阜連携都市圏を知ろう 
　No.3　－岐阜市－ 

岐阜市シティプロモーション動画を公開！ 

ちょっと実行 ずっと健康 

みんなのヘルスケア 

おくすりいくつ飲んでいますか？ 

コラム コラム 

令和2年10月号 
第1121号 16 令和2年10月号 

第1121号 17



c環境経済課　蕁388‐1114

　岐阜市とその周辺市町（笠松町、山県市、
瑞穂市、本巣市、岐南町、北方町）が連携協
定を締結し、平成29年に形成された「岐阜連
携都市圏」。現在、さまざまな連携が進められ
ている圏域市町のイチオシ情報をご紹介します。 

視聴方法 YouTubeで動画タイトルを検索またはQRコード獏をスマート
フォンなどで読み取ってご覧ください。 

c岐阜市役所　広報広聴課　蕁214‐2061

　町では、ごみの減量化や資源の再利用のため「生ごみ減量化推進補助制度」を設けています。
今回、この制度を利用し、電気式生ごみ処理機を購入された方にお話を伺いました。 

生ごみ処理機などの購入代金の90%を助成します！（令和3年3月まで） 
　町では、令和3年3月まで生ごみ減量化推進補助金の助成内容を拡充します。ぜひこの機
会にご利用いただき、ごみの減量化にご協力をお願いします。助成制度の詳細は、環境経済
課へお問合せください。 

実際どうなの？電気式生ごみ処理機 
～町内利用者にお聞きしました！～ 

家庭ごみが増えています 
　不要不急の外出自粛のため、皆さんが自宅で過ごす時間が
増えたことに伴い、家庭ごみも増加しています。特に、生ごみは
多くの水分を含んでおり、水切りをすることで家庭ごみを減量
することができます。 

■購入のきっかけは？ 
　家族が多いため生ごみも多く、毎回のごみ出しが重くて大変でした。
少しでも出すごみを減らしたいと思い、過去に、ぼかし（生ごみに土
やもみがらを混ぜて発酵させて作る肥料）に挑戦したこともありまし
たが、手間や処理できない量の生ごみが出ることから断念しました。 
　そんな時、町の広報紙で生ごみ処理機について知り、夫の新しい物好きもあって（笑）、8年前
に1台目を購入し、何度か修理し使っていましたが、最近調子が悪くなり、2台目を購入しました。 

■使ってみた感想は？ 
　乾燥処理をした生ごみがとても軽くなることには驚きました。また、
生ごみを出すことがなくなり、毎回のごみ出しが軽くてとっても楽にな
りました。電気式生ごみ処理機を購入して本当に良かったと思います。 
　町の助成制度を活用すれば、購入時の家計の負担も少なく済ん
で助かったので、今後もこの助成制度を続けてほしいです。 

■毎日どのように使っていますか？ 
　台所で、野菜の皮や食べ残しをバケツに入れ一時保管しています。
夕食後、その日に出た生ごみをまとめて外に置いてある電気式生ご
み処理機へ入れます。処理中の音も気になりませんし、6時間で乾燥
処理が終わるので、翌朝には乾燥しています。若干、味噌のような臭
いがしますが、生ごみ特有の嫌な臭いはなく、虫が湧くこともありません。 
　鶏の骨など人間が食べられないものは入れることができませんが、
電気式なのでコンセントに繋ぐだけで設置も簡単で、毎日使用でき
ます。乾燥後はとっても軽く少量になりますので、バケツで保存した
後、家庭菜園の土に戻しています。 

一晩で生ごみのかさが 
こんなに減ります！ 

ホームコンポ 

電気式生ごみ処理機 

非電気式生ごみ処理機 

ダンボールコンポスト 

水切りバケツや微生物処理装置 

10,000円まで 

60,000円まで 

10,000円まで 

1,000円まで 

3,000円まで 

（例）60,000円の電気式生ごみ処理機の場合 
　　　自己負担　6,000円 
　　　町の助成　54,000円 
助成内容の拡充は期間限定です！この機会に
あなたも生ごみ減量化を始めてみませんか？ 

　岐阜市の魅力ある地域資源や住み良さを紹介する
シティプロモーション動画を公開しています。動画は
「Amazing Gifu City（交流編）」と「Homing Gifu 
City（定住編）」の2種類あり、ドローンなどの最新機器
を活用して全編4Kで撮影しました。動画で流れる楽曲
の作詞・作曲は岐阜市出身の太志さん（元Aqua Timez）、
歌は青山テルマさんなどが担当しています。心温まる歌
と迫力ある映像を通して、岐阜市の魅力を堪能してみませんか。 

c健康介護課　蕁388‐7171

　高齢になると、病気が増え、複数の医療機関
を受診することも珍しくありません。受診先が
増えるに従って、くすりの種類も増え、くすりの
副作用が起こりやすくなるため、飲み合わせな
どには注意が必要です。 
 
ポリファーマシーって聞いたことありますか？ 
　多くのくすりを服用しているために、副作用
を起こしたり、くすりが残ってしまう状態をいい
ます。単に服用するくすりの数が多いことでは
ありません。 
 
なぜ高齢者は副作用が起こりやすいの？ 
　高齢になると、肝臓や腎臓の働きが弱くなり、
くすりの分解や排出に時間がかかるようにな
ります。また、くすりの数が増えると、くすり同
士が相互に影響し合うこともあります。 
　そのため、くすりが効き過ぎてしまったり、効か
なかったり、副作用が出やすくなることがあります。 

「なにか変だな」と感じたら？ 
　くすりを飲んでいて、次のような症状が気に
なることはありませんか？くすりが追加されたり、
変わったりした後は、特に注意しましょう。 

眠気、気分がしずむ、物忘れ、食欲低下、 
ふらつき、めまい、おしっこが出にくい、便秘 
 
　気になる症状がある場合は、医師や薬剤
師に相談しましょう。勝手にくすりの服用をや
めたり、減らしたりするのはよくありません。 
 
相談するときはどうすればいいの？ 
○服用しているくすりは、必ず全部伝えましょう。 
毎日飲んでいる健康食品やサプリメントが
ある場合は、その情報も伝えましょう。 
○いつごろから、どのような症状が出てきたのか、
気になる症状についてメモしておきましょう。 
 
日ごろから注意しておくことは？ 
○日ごろから、かかりつけの医師や薬剤師を
もって、処方されているくすりの情報を把握
してもらっておくと安心です。 
○お薬手帳を持ちましょう。お薬手帳は1冊に
まとめておきましょう。 

10月17日～23日は「薬と健康の週間」です 

交流編 定住編 

ごみを 
減らしましょう 

減量化だけじゃない！臭いや水垂れも解消できる「生ごみ処理機」 

岐阜連携都市圏を知ろう 
　No.3　－岐阜市－ 

岐阜市シティプロモーション動画を公開！ 

ちょっと実行 ずっと健康 

みんなのヘルスケア 

おくすりいくつ飲んでいますか？ 

コラム コラム 

令和2年10月号 
第1121号 16 令和2年10月号 

第1121号 17



笠松中央公民館 
10日（土）　10：30～ 

編集後記 

　1月に広報紙をリニューアルして、今月号で10回目の発
行になります。これまでもイベント取材には頻繁に出向い
ていますが、今回初めてインタビューというかたちで羽島
署に取材に伺いました。署長さんが直々に取材を受けて
くださるということで、いきなりハードルが高いなぁとソワソワ
しながら訪問しましたが、署長さんも署員の皆さんも親切
に対応いただき、初インタビューも無事に記事になって
本当に感謝です。今回の記事が、日ごろの運転を見つめ
直すきっかけになってくれればと思います。 

町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

各種相談窓口 図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

■今月のおはなしかい 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、10月8日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

　c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、 
　前もって役場にご確認ください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日 医療機関 

4 

11 

18 

25

片山クリニック 

しみずこどもクリニック 

森本内科・皮ふ科 

愛生病院 

所　在 

笠松町田代 

岐南町野中 

笠松町奈良町 

笠松町円城寺 

電　話 

388‐8700 

248‐3211 

388‐3600 

388‐3300

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

高瀬歯科医院 

ごとう歯科 

さかえ歯科クリニック 

立松歯科医院 

所　在 

岐南町上印食 

笠松町田代 

岐南町伏屋 

笠松町門間 

電　話 

240‐5050 

387‐0955 

240‐0644 

388‐2078

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（からだのセルフケア） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

21日（水） 

8日（木） 

22日（木） 

29日（木） 

16日（金） 

28日（水） 

6日（火） 
26日（月） 

6日（火） 

26日（月） 
15日（木） 

新型コロナウ
イルス感染予
防対策のため、
個別に受付時
間を連絡しま
す。 

申込時にお伝
えします。 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

納税納付／納期限11月2日（月） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
PayB（ペイビー）でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

町県民税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

3期分 
4期分 
4期分 
5期分 
10月分 
10月分 
6期分 

（10月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・  
・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・  
・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・  
 

10月のカレンダー 

【放送時間】12：00～12：15、20：00～20：15 ほか 

平日 朝7：15～8：15 
（土日 朝8：00～9：00） 
従来のエリアトピックスも引き続き放送します。 

10月から天気・交通情報も加わり毎朝生放送！ 
笠松町の身近な話題をお伝えするCCNのニュース番組 

チャンネルCCN 

10月の番組案内 

図書室サービスを順次再開しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

◎ご利用いただける主なサービス 
内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

7日（水） 
★21日（水） 

13：00～15：00
10：00～15：00

福祉会館 

消費生活相談 
5日（月） 
19日（月） 

9：00～15：00 役場 
環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、10
月8日（木）までにお電話でお申込
みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　（円城寺）　石原 明　（八幡町） 
千村 ゆかり（東陽町）　安藤 隆　（北　及） 
纐纈 英子　（田　代）　岩村 雅人（門　間） 
森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

★21日（水） 10：00～15：00 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

健康相談 

6日（火） 
9日（金） 
20日（火） 
26日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

6日（火） 
9日（金） 
20日（火） 
26日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

15日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 
★21日（水） 10：00～15：00 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

笠松中央公民館 
4日（日）・18日（日）・30日（金） 

松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内で
お願いします。混雑状況に応じて入室
制限する場合があります。最新の情報は、
町ホームページをご確認ください。 
　ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

1日（木） 

15日（木） 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

2日（金） 

16日（金） 

22日（木） 

9：10～9：30 

9：40～10：00 

13：10～13：30 

13：40～14：00 

13：40～14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

★21日（水）は、特別町民合同相談として、「法律相談・悩みごと相談」、
「行政相談」、「心配ごと相談」、「人権よろず相談」と「空き家相談」
を併せて実施します。詳しくは、14ページをご覧ください。 

地デジ 
12ch

令和2年10月号 
第1121号 18 令和2年10月号 
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笠松中央公民館 
10日（土）　10：30～ 

編集後記 

　1月に広報紙をリニューアルして、今月号で10回目の発
行になります。これまでもイベント取材には頻繁に出向い
ていますが、今回初めてインタビューというかたちで羽島
署に取材に伺いました。署長さんが直々に取材を受けて
くださるということで、いきなりハードルが高いなぁとソワソワ
しながら訪問しましたが、署長さんも署員の皆さんも親切
に対応いただき、初インタビューも無事に記事になって
本当に感謝です。今回の記事が、日ごろの運転を見つめ
直すきっかけになってくれればと思います。 

町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

各種相談窓口 図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

■今月のおはなしかい 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、10月8日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

　c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、 
　前もって役場にご確認ください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日 医療機関 

4 

11 

18 

25

片山クリニック 

しみずこどもクリニック 

森本内科・皮ふ科 

愛生病院 

所　在 

笠松町田代 

岐南町野中 

笠松町奈良町 

笠松町円城寺 

電　話 

388‐8700 

248‐3211 

388‐3600 

388‐3300

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

高瀬歯科医院 

ごとう歯科 

さかえ歯科クリニック 

立松歯科医院 

所　在 

岐南町上印食 

笠松町田代 

岐南町伏屋 

笠松町門間 

電　話 

240‐5050 

387‐0955 

240‐0644 

388‐2078

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（からだのセルフケア） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

21日（水） 

8日（木） 

22日（木） 

29日（木） 

16日（金） 

28日（水） 

6日（火） 
26日（月） 

6日（火） 

26日（月） 
15日（木） 

新型コロナウ
イルス感染予
防対策のため、
個別に受付時
間を連絡しま
す。 

申込時にお伝
えします。 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

納税納付／納期限11月2日（月） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
PayB（ペイビー）でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

町県民税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

3期分 
4期分 
4期分 
5期分 
10月分 
10月分 
6期分 

（10月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・  
・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・  
・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・  
 

10月のカレンダー 

【放送時間】12：00～12：15、20：00～20：15 ほか 

平日 朝7：15～8：15 
（土日 朝8：00～9：00） 
従来のエリアトピックスも引き続き放送します。 

10月から天気・交通情報も加わり毎朝生放送！ 
笠松町の身近な話題をお伝えするCCNのニュース番組 

チャンネルCCN 

10月の番組案内 

図書室サービスを順次再開しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

◎ご利用いただける主なサービス 
内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

7日（水） 
★21日（水） 

13：00～15：00
10：00～15：00

福祉会館 

消費生活相談 
5日（月） 
19日（月） 

9：00～15：00 役場 
環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、10
月8日（木）までにお電話でお申込
みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　（円城寺）　石原 明　（八幡町） 
千村 ゆかり（東陽町）　安藤 隆　（北　及） 
纐纈 英子　（田　代）　岩村 雅人（門　間） 
森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

★21日（水） 10：00～15：00 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

健康相談 

6日（火） 
9日（金） 
20日（火） 
26日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

6日（火） 
9日（金） 
20日（火） 
26日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

15日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 
★21日（水） 10：00～15：00 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

笠松中央公民館 
4日（日）・18日（日）・30日（金） 

松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内で
お願いします。混雑状況に応じて入室
制限する場合があります。最新の情報は、
町ホームページをご確認ください。 
　ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

1日（木） 

15日（木） 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

2日（金） 

16日（金） 

22日（木） 

9：10～9：30 

9：40～10：00 

13：10～13：30 

13：40～14：00 

13：40～14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

★21日（水）は、特別町民合同相談として、「法律相談・悩みごと相談」、
「行政相談」、「心配ごと相談」、「人権よろず相談」と「空き家相談」
を併せて実施します。詳しくは、14ページをご覧ください。 

地デジ 
12ch

令和2年10月号 
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　令和2年4月から令和3年3月までの国民年金保険料（以下保険料）は、月額16,540円です。
便利な納付方法や割引制度を活用し、納付期限までに納めましょう。 
　保険料は、日本年金機構から送付される納付書による納付のほか、クレジットカードによる
納付やインターネットを利用しての納付、口座振替などの方法があります。 
 
■口座振替がお得で便利です 
　振替方法は①2年前納②1年前納③6か月前納④当月末振替（早割）⑤翌月末振替があ
ります。まとめて前払い（前納）すると割引が適用されお得です。 
　手続きは、年金手帳、通帳、届出印を持参し、ご希望の金融機関または岐阜南年金事務
所へお申出ください。（役場では受付できませんのでご注意ください） 
 
　日本年金機構では、保険料を早期に納付していただくよう案内を行っていますが、未納ま
たは指定された期限までに納付がない場合は、延滞金が課されたり、財産の差し押さえとな
ることがありますので早めの納付をお願いします。 
　経済的な理由や新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれるなど、保険
料の納付が困難な場合は保険料の免除・納付猶予の制度がありますので、役場住民課また
は岐阜南年金事務所へご相談ください。 
 
c住民課 蕁388‐1115 
　岐阜南年金事務所 蕁273‐6161

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう 

羽島郡のスポーツ振興のために 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　新型コロナウイルス感染症が世界的に流
行し、郡内の小・中・高の各学校は、政府の
緊急事態宣言により長期間にわたって臨時
休校することを余儀なくされました。その後、
学校が再開されると、今度は気象警報など
による休校もあり、学校は日本全体の社会・
経済活動同様、さまざまな難題に取り組まざ
るをえないこととなりました。学校は、子どもた
ちの「学びの保障」のために力を注ぐことを
優先するため、部活動やそれ以外のスポー
ツ活動は、時間的にも施設的にも制限され、
これまでのような活動はできない状況が続い
ています。 
　社会教育活動においても、今年度企画さ
れていたスポーツイベントが、すでに中止ま
たは延期となったり、今後もその開催可否
判断が迫られたりしている状況です。 
　そんな折、地域の高齢者と話をする機会
があり、外出したり仲間と連れ立って体を動

かしたりする機会が減り、家にいることが多
くなったことで、今まで問題なくできていたこ
とができない体になってしまったという話を
聞きました。このような高齢者やこれからの
時代を担う子どもたちも含めて郡内の皆さ
んが思う存分体を動かす機会を確保し、地
域のスポーツ振興を進めていくことで、一人
ひとりの健康寿命を延ばし、生きがいを持っ
て明るく生活することができると考えます。 
　新型コロナウイルス感染症がいつ終息す
るともしれない今だからこそ、コロナと共に生
活していく、いわゆる「新しい生活様式」を
踏まえたうえで、住民の健康増進・体力向
上をめざし、社会スポーツの取り組みを行っ
ていくことが、社会教育や社会スポーツの使
命と考えます。そこで、新型コロナウイルスな
どの感染症対策を万全にして、スポーツイ
ベントをできる限り開催することをめざし、努
力を重ねたいと考えます。 

令和2年10月号 
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　令和2年4月から令和3年3月までの国民年金保険料（以下保険料）は、月額16,540円です。
便利な納付方法や割引制度を活用し、納付期限までに納めましょう。 
　保険料は、日本年金機構から送付される納付書による納付のほか、クレジットカードによる
納付やインターネットを利用しての納付、口座振替などの方法があります。 
 
■口座振替がお得で便利です 
　振替方法は①2年前納②1年前納③6か月前納④当月末振替（早割）⑤翌月末振替があ
ります。まとめて前払い（前納）すると割引が適用されお得です。 
　手続きは、年金手帳、通帳、届出印を持参し、ご希望の金融機関または岐阜南年金事務
所へお申出ください。（役場では受付できませんのでご注意ください） 
 
　日本年金機構では、保険料を早期に納付していただくよう案内を行っていますが、未納ま
たは指定された期限までに納付がない場合は、延滞金が課されたり、財産の差し押さえとな
ることがありますので早めの納付をお願いします。 
　経済的な理由や新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれるなど、保険
料の納付が困難な場合は保険料の免除・納付猶予の制度がありますので、役場住民課また
は岐阜南年金事務所へご相談ください。 
 
c住民課 蕁388‐1115 
　岐阜南年金事務所 蕁273‐6161

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう 

羽島郡のスポーツ振興のために 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　新型コロナウイルス感染症が世界的に流
行し、郡内の小・中・高の各学校は、政府の
緊急事態宣言により長期間にわたって臨時
休校することを余儀なくされました。その後、
学校が再開されると、今度は気象警報など
による休校もあり、学校は日本全体の社会・
経済活動同様、さまざまな難題に取り組まざ
るをえないこととなりました。学校は、子どもた
ちの「学びの保障」のために力を注ぐことを
優先するため、部活動やそれ以外のスポー
ツ活動は、時間的にも施設的にも制限され、
これまでのような活動はできない状況が続い
ています。 
　社会教育活動においても、今年度企画さ
れていたスポーツイベントが、すでに中止ま
たは延期となったり、今後もその開催可否
判断が迫られたりしている状況です。 
　そんな折、地域の高齢者と話をする機会
があり、外出したり仲間と連れ立って体を動

かしたりする機会が減り、家にいることが多
くなったことで、今まで問題なくできていたこ
とができない体になってしまったという話を
聞きました。このような高齢者やこれからの
時代を担う子どもたちも含めて郡内の皆さ
んが思う存分体を動かす機会を確保し、地
域のスポーツ振興を進めていくことで、一人
ひとりの健康寿命を延ばし、生きがいを持っ
て明るく生活することができると考えます。 
　新型コロナウイルス感染症がいつ終息す
るともしれない今だからこそ、コロナと共に生
活していく、いわゆる「新しい生活様式」を
踏まえたうえで、住民の健康増進・体力向
上をめざし、社会スポーツの取り組みを行っ
ていくことが、社会教育や社会スポーツの使
命と考えます。そこで、新型コロナウイルスな
どの感染症対策を万全にして、スポーツイ
ベントをできる限り開催することをめざし、努
力を重ねたいと考えます。 
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第1121号 21



「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

応募対象　令和元年12月生まれの赤ちゃん　　応募期限　10月30日（金） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください □問企画課　蕁388‐1113

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

野田伊吹 
の  だ  い  ぶき  

（円城寺） 
くん 

令和元年10月6日生 
山田拓人・寛那さんの子 

山田知樹 
やま だ  とも  き  

（中新町） 
くん 

ニコニコ笑顔の伊吹くん！ 
日々笑顔が多くなってきたね！ 
そのニコニコ笑顔で明るく元気
に大きくなぁれ♪ 

動き回るのが大好きなともくん☆ 
お兄ちゃん、お姉ちゃんと元気に
おっきくなってね。 

令和元年10月9日生 
野田竜司・歩美さんの子 

令和元年10月13日生 
山根渉・奈那さんの子 

山根颯天 
やま ね  はや  て  

（長池） 
くん 

元気いっぱいの颯天くん螢 
お父さんとお母さんのところに 
生まれてきてくれてありがとう 

令和元年10月27日生 
西田成大・美鈴さんの子 

西田悠李 
にし だ  ゆう り 

（長池） 
くん 

家族みんなに可愛がられて 
嬉しいね！ 
これからもよく食べよく寝て 
大きくなってね！ 

KASAMATSU
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新型コロナウイルス感染症緊急対策 
ハンドルを握ったら… 
　　　　ゆずり合いの心満タンで 
Information Box 町からのお知らせ 
国勢調査の回答はお済みですか？ 

　機体性能の向上がめざましく、災害や事故現場で
の需要が高まるドローン。この度、岐阜東南ロータリー
クラブから羽島郡広域連合へ最新型のドローンが
寄贈されました。新戦力の活躍に期待です！ 

（関連記事6ページ） 
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ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  

国勢調査の回答はお済みですか？ 
　国勢調査は、2020年（令和2年）10月1日現在、日本に住んでいるすべての人・世帯が対象
です。9月中旬から、調査員が皆さんのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れるなどして
お配りしていますので、10月7日までに回答をお願いします。 
　調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合（5人以上の世帯など）は、
ご連絡ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c企画課　蕁388‐1113

インターネット回答期間 

9/14贐 10/7贓 
調査票（紙）での回答期間 

10/1賍 10/7贓 
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